
「冬道の交通安全」を守るためには、運転者、歩行者、地域の皆さんのご理解・ご協力と安全で快適な
道路交通の確保が欠かせません。今号では、冬道の交通安全のポイントのほか、除排雪などの道路整備
や維持管理の貴重な財源となっている「道路特定財源」について、お知らせします。
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シシリリーーズズ『『後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度②②』』

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
費
等
は
、
患
者
の
自

己
負
担
額
を
除
き
、
国
や
道
、
市
町
村
か
ら

の
公
費
（
約
５
割
）、
現
役
世
代
の
医
療
保
険

か
ら
の
支
援
金
（
約
４
割
）、
後
期
高
齢
者
の

保
険
料
（
１
割
）
を
財
源
と
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
が
負

担
能
力
に
応
じ
て
公
平
に
支
払
う
こ
と
に
な

り
、
保
険
料
率
は
道
内
均
一
で
す
。

　

保
険
料
率
は
、「
被
保
険
者
均
等
割
額
」
と

「
所
得
割
率
」
で
構
成
さ
れ
、
北
海
道
の
市
町

村
で
構
成
す
る
『
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
』
が
保
険
料
や
給
付
の
内
容
を
決

定
し
ま
す
。

　

所
得
の
低
い
世
帯

に
属
す
る
方
に
は
、

均
等
割
額
の
軽
減
措

置
が
あ
り
ま
す
。
軽

減
は
、
被
保
険
者
と

世
帯
主
の
所
得
の
合

計
で
判
定
し
ま
す
が
、

世
帯
主
が　

歳
未
満

74

で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
該
当
し
な
い

場
合
で
も
、
そ
の
方

の
所
得
は
判
定
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
計

算
を
行
い
、
介
護
保
険
と
同
様
に
年
金
か
ら

差
し
引
か
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
年
金
の
年
額

が　

万
円
未
満
の
場
合
や
、
介
護
保
険
料
と

18
の
合
計
額
が
年
金
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る

場
合
な
ど
に
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど

で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
社
会
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し

て
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
さ

れ
る
方
は
、
平
成　

年
４
月
か
ら
９
月
ま
で

２０

は
年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）を
行
わ
ず
、
納

付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き
、　

月
年
金

１０

支
給
分
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
全
員
が

保
険
料
を
負
担
し
ま
す

保
険
料
は
年
金
か
ら
差
し

引
か
れ
て
納
付
さ
れ
ま
す

社会保険･共済組合の扶養家族の特例

子どもさんなどの社会保険や共済組合の保険の被扶養者として、これまで保険料を負担してこなかった
方については、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから２年間は所得割がかからず、
均等割額は５割軽減されます。ただし、特例として平成20年度の均等割額を、4月から9月まで『全額軽減』、
10月から21年3月まで『9割軽減』になり、6 ヶ月間で2,100円を支払うことになります。

保険料の算出方法

被保険者均等割額
４３，１４３円４３，１４３円

所得割額
所得から３３万円所得から３３万円
を差し引いた金額を差し引いた金額
×９．６３％×９．６３％

+

＝

１年間の保険料額
最高限度額５０万円最高限度額５０万円
（１００円未満は切り捨（１００円未満は切り捨て）て）

低
所
得
者
等
に
は
保
険
料

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す

軽減割合総所得額等の合計が下記以下の世帯

７割３３万円

５割３３万円＋２４万５千円×世帯に属する
被保険者数（被保険者である世帯主を除く）

２割３３万円＋３５万円×世帯に属する
被保険者数

（平成２０年度から２１年度まで）
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